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○ 公営企業管理規程 

＊2 企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程  ...... 2 
 

    規     則 

和歌山県規則第25号 

和歌山県行政組織規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年7月3日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 

和歌山県行政組織規則の一部を改正する規則 

和歌山県行政組織規則（昭和63年和歌山県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

（名称、担任事務及び所管課室） 
第2 1 0条 法令及び条例により設置された附属機
関の名称、担任事務及び所管課室は、次のとお
りである。 

名称 担任事務 所管課室 

略 

略 略 

和歌山県地域振
興部所管公募型
プロポーザル方
式等事業者選定
委員会 

略  

   
和歌山県図柄ナ
ンバープレート
審議会 

県が国土交通
大臣に対して
提案する道路
運送車両法（
昭和26年法律
第1 8 5号）第
11条の自動車
登録番号標及
び同法第73条
の車両番号標
の意匠につい
ての審査並び
にその制度に
ついての重要
事項の調査審
議に関する事 
務 

 

（名称、担任事務及び所管課室） 
第2 1 0条 法令及び条例により設置された附属機
関の名称、担任事務及び所管課室は、次のとお
りである。 

名称 担任事務 所管課室 

略 

略 略 
   
和歌山県地域振
興部所管公募型
プロポーザル方
式等事業者選定
委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

略  
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略 略  

略 
 

   

略 略  

略 
 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

和歌山県規則第26号 

知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和8年7月3日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 

知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部を改正する規則 

知事の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則（平成25年和歌山県規則第47号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表第１（第１条、第３条、第９条関係） 

附属機関の
名称 

定数 委員の
要件 

任期 所管部局 

略 

和歌山県ス
ポーツ振興
助成事業選
考委員会 

略 略 略 略 

和歌山県図
柄ナンバー
プレート審
議会 

15人
以内 

学識経
験を有
する者 

１年
以内 

地域振興
部 

略 
 

別表第１（第１条、第３条、第９条関係） 

附属機関の
名称 

定数 委員の
要件 

任期 所管部局 

略 

和歌山県ス
ポーツ振興
助成事業選
考委員会 

略 略 略 略 

略 
 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
 

    公営企業管理規程 

和歌山県公営企業管理規程第2号 

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和8年7月3日 

和歌山県知事 宮 﨑   泉  

企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

企業職員の給与に関する規程（昭和42年和歌山県公営企業管理規程第2号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表第２（第６条関係） 

名称 支給範囲 手当額 
 
略 

別表第２（第６条関係） 

名称 支給範囲 手当額 
 
略 
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災害応急
作業等手
当 

(１) 職員が豪雨等異常
な自然現象により重
大な災害が発生し、
若しくは発生するお
それがある工業用水
道施設及びその周辺
において行う巡回監
視又は当該現場にお
ける重大な災害が発
生し、若しくは発生
するおそれの著しい
箇所で行う応急作業
若しくは応急作業の
ための災害状況の調
査に従事したとき。 

(２) 職員が豪雨等異常
な自然現象により重
大な災害が発生し、
又は発生するおそれ
がある場合において
、災害対策基本法（
昭和36年法律第2 2 3
号）第23条第１項又
は第23条の２第１項
の規定に基づき災害
対策本部が設置され
た地方公共団体の区
域に出張して行う避
難所の運営その他の
知事が定める作業に
従事したとき。 

(３) 職員が(１)又は(２)に
掲げる作業に相当す
ると知事が認める作
業に従事したとき。 

日額 1, 
0 7 0円（
大規模な
災害とし
て知事が
定める災
害に係る
作業に従
事した場
合にあっ
ては、1, 
4 4 0円） 
ただし、
日没時か
ら日出時
までの間
に従事し
た場合は
、その勤
務１日に
つき5 3 5
円（大規
模な災害
として知
事が定め
る災害に
係る作業
に従事し
た場合に
あっては
、7 2 0円
）を加算
すること
ができる
。 

略 

備考 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害
であって、当該非常災害に係る災害対策基本
法第28条の２第１項に規定する緊急災害対策
本部が設置されたもの（東日本大震災（平成
23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地
震及びこれに伴う原子力発電所の事故による
災害をいう。）を除く。）に対処するため災
害応急作業等手当の項に掲げる作業に引き続
き５日を下らない範囲内において知事が定め
る期間以上従事した場合の災害応急作業等手
当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の
右欄に掲げる額に、1,070円（大規模な災害
として知事が定める災害に係る作業に従事し
た場合にあっては、1,440円）を超えない範
囲内において知事が定める額を加算した額と
する。 

   

災害応急
作業等手
当 

(１) 職員が豪雨等異常
な自然現象により重
大な災害が発生し、
若しくは発生するお
それがある工業用水
道施設及びその周辺
において行う巡回監
視又は当該現場にお
ける重大な災害が発
生し、若しくは発生
するおそれの著しい
箇所で行う応急作業
若しくは応急作業の
ための災害状況の調
査に従事したとき。 

(２) 職員が豪雨等異常
な自然現象により重
大な災害が発生し、
又は発生するおそれ
がある場合において
、災害対策基本法（
昭和36年法律第2 2 3
号）第23条第１項又
は第23条の２第１項
の規定に基づき災害
対策本部が設置され
た地方公共団体の区
域に出張して行う避
難所の運営その他の
知事が定める作業に
従事したとき。 

(３) 職員が(１)又は(２)に
掲げる作業に相当す
ると知事が認める作
業に従事したとき。 

日額 80
０円（大
規模な災
害として
知事が定
める災害
に係る作
業に従事
した場合
にあって
は、1,08
０円） 
ただし、
日没時か
ら日出時
までの間
に従事し
た場合は
、その勤
務１日に
つき4 0 0
円（大規
模な災害
として知
事が定め
る災害に
係る作業
に従事し
た場合に
あっては
、5 4 0円
）を加算
すること
ができる
。 

略 

備考 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害
であって、当該非常災害に係る災害対策基本
法第28条の２第１項に規定する緊急災害対策
本部が設置されたもの（東日本大震災（平成
23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地
震及びこれに伴う原子力発電所の事故による
災害をいう。）を除く。）に対処するため災
害応急作業等手当の項に掲げる作業に引き続
き５日を下らない範囲内において知事が定め
る期間以上従事した場合の災害応急作業等手
当の額は、同項の規定にかかわらず、同項の
右欄に掲げる額に、8 0 0円（大規模な災害と
して知事が定める災害に係る作業に従事した
場合にあっては、1,080円）を超えない範囲
内において知事が定める額を加算した額とす
る。 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


